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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第63期

第３四半期累計期間
第64期

第３四半期累計期間
第63期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 5,629,662 8,608,162 10,357,909

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) △30,030 449,344 322,145

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △30,198 269,169 269,497

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 840,687 840,687 840,687

発行済株式総数 (株) 6,500,000 6,500,000 6,500,000

純資産額 (千円) 4,158,368 4,745,087 4,480,631

総資産額 (千円) 7,037,894 8,133,725 8,332,355

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △4.78 42.60 42.64

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 7.00

自己資本比率 (％) 59.1 58.3 53.8
 

　

回次
第63期

第３四半期会計期間
第64期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.17 46.61
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会

社であるため、記載を省略しております。

４．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度における主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありま

せん。

なお、屋内配線工事事業において、太陽光発電工事の一部につき、関連会社のとかちソーラーファーム

合同会社及び大樹ソーラーファーム合同会社より受注しております。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業のリスク」からの重要

な変更があった事項は以下のとおりであります。

当社が加入する「北海道電気工事業厚生年金基金(以下、「基金」という。)」は、代議員会で解散の方

針を決定しておりましたが、平成25年７月18日開催の代議員会で解散の決議をし、平成25年８月27日付で

厚生労働大臣の解散認可を受け、同日をもって解散しております。

解散認可時の基金の保有資産が最低責任準備金を上回っており、解散に伴う損失は発生しないことか

ら、前事業年度の有価証券報告書に記載した「⑤厚生年金基金について」は消滅しております。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間における北海道経済は、アベノミクス効果などにより公共投資が大きく増加

し、民間設備投資も維持・更新を中心に大規模太陽光発電設備の設置など持ち直しの動きで推移してお

り、雇用環境の改善や個人消費なども持ち直しの動きがみられました。

このような環境のもと、懸命な営業活動を展開した結果、当第３四半期累計期間の受注高は、

12,018,121千円(前年同期比2,508,368千円の増加)、売上高は、8,608,162千円(前年同期比2,978,500千

円の増収)となりました。

損益につきましては、増収及び原価低減努力などにより、経常利益は、449,344千円(前年同期は

30,030千円の損失)、四半期純利益は、269,169千円(前年同期は30,198千円の損失)となりました。　

　
　

　

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① <屋内配線工事>

再生可能エネルギー発電事業(太陽光発電設備)の受注完成増加に伴い、当第３四半期累計期間の

売上高は4,226,258千円となり、前年同期比1,630,915千円(62.8％)の増収となりました。　

　
② <電力関連工事>

変電関係工事及び通信工事の増加により、当第３四半期累計期間の売上高は2,571,931千円とな

り、前年同期比990,710千円(62.7％)の増収となりました。　
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③ <ＦＡ住宅環境設備機器>

ＦＡ機器製品の販売増により、当第３四半期累計期間の売上高は759,066千円となり、前年同期

比69,487千円(10.1％)の増収となりました。　

　
④ <産業設備機器>

電線・ケーブルの大口物件計上により、当第３四半期累計期間の売上高は1,050,906千円とな

り、前年同期比287,385千円(37.6％)の増収となりました。　

　
(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比198,629千円(2.4％)減少の8,133,725

千円となりました。

流動資産は、前事業年度末比113,574千円(1.7％)減少の6,425,673千円となりました。

これは主に現金預金804,356千円、受取手形及び売掛金102,652千円及び完成工事未収入金188,908

千円並びにその他に含まれている立替金195,286千円が減少し、未成工事支出金1,204,496千円が増加

したことなどによるものです。

固定資産合計は、前事業年度末比85,055千円(4.7％)減少の1,708,052千円となりました。

負債合計は、前事業年度末比463,085千円(12.0％)減少の3,388,638千円となりました。

これは主に買掛債務348,571千円が減少したことなどによるものです。　

純資産合計は、前事業年度末比264,455千円(5.9％)増加の4,745,087千円となりました。　

この結果、自己資本比率は58.3％となりました。　

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　
(4) 研究開発活動

記載すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 22,800,000

計 22,800,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,500,000 6,500,000 札幌証券取引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であ
り、単元株式数は1,000株で
あります。

計 6,500,000 6,500,000 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年10月１日～
平成25年12月31日

― 6,500,000 ― 840,687 ― 687,087
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年９月30日)に基づく株主名簿による記

載をしております。

　
① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式普通株式 181,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,271,000 6,271 同上

単元未満株式 普通株式 48,000 ― 同上

発行済株式総数 6,500,000 ― ―

総株主の議決権 ― 6,271 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式828株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社　北弘電社

札幌市中央区
北11条西23丁目2-10

181,000 ― 181,000 2.8

計 ― 181,000 ― 181,000 2.8
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成25年10月１日か

ら平成25年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日まで)に係る

四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,152,717 1,348,360

受取手形及び売掛金
※1, ※2 478,691 ※1, ※2 376,039

完成工事未収入金 3,029,954 2,841,046

商品 15,113 12,613

未成工事支出金 318,905 1,523,402

繰延税金資産 76,391 76,391

その他 469,973 250,319

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 6,539,247 6,425,673

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 655,662 632,379

その他（純額） 514,473 504,273

有形固定資産合計 1,170,136 1,136,652

無形固定資産 117,037 92,493

投資その他の資産

投資有価証券 369,900 356,604

その他 145,423 131,682

貸倒引当金 △9,390 △9,380

投資その他の資産合計 505,934 478,906

固定資産合計 1,793,108 1,708,052

資産合計 8,332,355 8,133,725

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,001,213 1,486,655

工事未払金 376,109 542,095

未払法人税等 136,916 185,759

未成工事受入金 193,269 186,170

賞与引当金 82,061 45,222

工事損失引当金 6,977 39,043

その他 307,364 242,334

流動負債合計 3,103,912 2,727,281

固定負債

長期未払金 44,186 25,598

退職給付引当金 547,126 489,126

役員退職慰労引当金 68,500 78,000

環境対策引当金 2,920 2,920

その他 85,078 65,711

固定負債合計 747,811 661,356

負債合計 3,851,723 3,388,638
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 840,687 840,687

資本剰余金 687,108 687,108

利益剰余金 2,981,116 3,206,043

自己株式 △25,246 △25,932

株主資本合計 4,483,665 4,707,906

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,033 37,180

評価・換算差額等合計 △3,033 37,180

純資産合計 4,480,631 4,745,087

負債純資産合計 8,332,355 8,133,725
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高

完成工事高 4,176,562 6,798,189

商品売上高 1,453,099 1,809,973

売上高合計
※ 5,629,662 ※ 8,608,162

売上原価

完成工事原価 3,713,853 5,869,311

商品売上原価 1,295,416 1,649,107

売上原価合計 5,009,270 7,518,418

売上総利益

完成工事総利益 462,709 928,878

商品売上総利益 157,682 160,865

売上総利益合計 620,392 1,089,743

販売費及び一般管理費 659,512 652,032

営業利益又は営業損失（△） △39,120 437,710

営業外収益

受取利息 1,465 1,813

受取配当金 5,138 5,919

その他 6,370 7,395

営業外収益合計 12,974 15,128

営業外費用

支払利息 3,786 3,146

その他 97 348

営業外費用合計 3,884 3,494

経常利益又は経常損失（△） △30,030 449,344

特別利益

投資有価証券売却益 － 8,974

特別利益合計 － 8,974

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △30,030 458,319

法人税等 167 189,149

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,198 269,169
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

 
当第３四半期累計期間

(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性

を欠く結果となる場合は、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。
 

　

(四半期貸借対照表関係)
　

※１　手形裏書譲渡高

  
前事業年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

 受取手形裏書譲渡高 103,617千円 171,731千円
 

　

※２　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手

形が、四半期会計期間末残高に含まれております。

  
前事業年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

 受取手形 4,600千円 1,508千円

    
 

(四半期損益計算書関係)
　

※　売上高の季節的変動

前第３四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）及び当第３四半期累計期

間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

当社の売上高は、主たる設備工事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期会計期間

に集中しているため、第１四半期会計期間から第３四半期会計期間における売上高に比べ、第４四半

期会計期間の売上高は著しく多くなるといった季節的変動があります。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
　

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

  
前第３四半期累計期間

(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)

 減価償却費 68,526千円 64,662千円
 

　

(株主資本等関係)
　

前第３四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 31,609 5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 44,242 7 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)
　

前第３四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

　利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい関連会社のみであるため、記載を省略しており

ます。

　

当第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

　利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい関連会社のみであるため、記載を省略しており

ます。
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(セグメント情報等)
　

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額 合計
屋内配線工

事
電力関連工

事
ＦＡ住宅環
境設備機器

産業設備機
器

計

売上高        

  外部顧客への売上高 2,595,342 1,581,220 689,578 763,520 5,629,662 ― 5,629,662

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

172 9,400 74,702 8,744 93,018 △93,018 0

計 2,595,514 1,590,620 764,280 772,265 5,722,681 △93,018 5,629,662

セグメント利益 234,804 227,904 126,698 30,983 620,392 ― 620,392
 

(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

　

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額 合計
屋内配線工

事
電力関連工

事
ＦＡ住宅環
境設備機器

産業設備機
器

計

売上高        

  外部顧客への売上高 4,226,258 2,571,931 759,066 1,050,906 8,608,162 ― 8,608,162

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 11,740 800,712 15,481 827,934 △827,934 0

計 4,226,258 2,583,671 1,559,779 1,066,388 9,436,097 △827,934 8,608,162

セグメント利益 498,632 430,245 136,375 24,489 1,089,743 ― 1,089,743
 

(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

　

項目
前第３四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期損失
金額(△)

△4円78銭 42円60銭

 (算定上の基礎)   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) △30,198 269,169

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額
(△)(千円)

△30,198 269,169

 普通株式の期中平均株式数(株) 6,321,106 6,318,592
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

(重要な後発事象)
　

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社北弘電社(E00306)

四半期報告書

15/17



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   廣   瀬   一   雄   印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   安   藤   俊   典   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月14日

株式会社北弘電社

取締役会  御中

 

　

 

　
 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社北弘電社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第64期事業年度の第３四半期会計期間(平

成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31

日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社北弘電社の平成25年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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